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こ
と
し
1
月
1
日
現
在
で
市
内
に
住
ん
で

い
た
人
で

◆
佐
世
保
市
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
と
、

　

前
年
中
に
収
入
が
あ
っ
た
世
帯
員

◆
営
業
、
農
業
、
配
当
、
不
動
産
、
そ
の

　

他
事
業
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

◆
給
与
所
得
者
で
、
給
与
の
ほ
か
に
年
金
、

　

営
業
、
農
業
、
配
当
、
不
動
産
、
そ
の

　

他
事
業
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

◆
日
雇
い
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

　

の
収
入
が
あ
る
人

◆
平
成　

年
中
に
退
職
し
、
再
就
職
し
て
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い
な
い
人

◆
公
的
年
金
受
給
者
で
、
社
会
保
険
料
、

　

医
療
費
、
生
命
保
険
料
な
ど
の
所
得
控

　

除
を
受
け
る
人
や
、
ほ
か
の
所
得
が
あ

　

る
人

市
内
に
は
住
ん
で
い
な
い
が

◆
週
末
な
ど
に
、
市
内
の
家
族
の
も
と
に

　

帰
っ
て
い
た
人

◆
市
内
に
妻
子
が
住
ん
で
い
た
人

◆
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
、
家
を
持
っ

　

て
い
た
人

◆
所
得
税
の
確
定
申
告
を
税
務
署
な
ど
で

　

済
ま
せ
た
人

◆
給
与
所
得
だ
け
の
人
で
、
勤
務
先
か
ら

　

年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
支
払
報
告
書
が
、

　

本
市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
人

◆
公
的
年
金
収
入
だ
け
の
人
で
、
社
会
保

　

険
料
、
医
療
費
、
生
命
保
険
料
な
ど
の

　

所
得
控
除
の
必
要
が
な
い
人

◆
印
鑑
、
申
告
書

◆
源
泉
徴
収
票
（
年
金
、
恩
給
を
含
む
）　

　

か
給
与
支
払
証
明
書

◆
事
業
所
得
の
人
は
、
所
得
計
算
に
必
要

　

な
帳
簿
類
、
そ
の
他
の
所
得
の
人
は
、

　

所
得
金
額
が
証
明
さ
れ
る
も
の

◆
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
医
療
費

　

な
ど
各
種
所
得
控
除
の
た
め
の
証
明
書
、

　

領
収
書

◆
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人
で
、
配

　

偶
者
に
収
入
が
あ
る
人
は
、
源
泉
徴
収

　

票
な
ど
配
偶
者
の
収
入
が
分
か
る
も
の

◆
年
金
、
扶
養
、
医
療
、
幼
稚
園
、
公
営

　

住
宅
、
奨
学
金
、
事
業
資
金
の
融
資
な

　

ど
の
申
請
に
必
要
な
所
得
証
明
や
課
税

　

証
明
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

申
告
は
も
う
済
み
ま
し
た
か
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3
月　

日
ま
で
に
申
告
し
ま
し
ょ
う

1111111111555555555515

●
お
尋
ね　

　

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
は

　
　
　

市
役
所
市
民
税
課

　
　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
1
1
1
1
）

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は

　
　
　

佐
世
保
税
務
署　
 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
2
1
6
1
）

と　

き　

3
月　

日
（
月
）
ま
で
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9
時
〜　

時　

分
、　

時
〜　

時

11

30

13

16

　
　
　
　
（
土
曜
、
日
曜
は
除
き
ま
す
）

と
こ
ろ　

市
役
所　

階
申
告
会
場
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※
駐
車
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

　
　

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●申し込み、お尋ね　
　市役所市民協働推進室
　　　　　　　（��1111、ファクス�9675）

　阪神淡路大震災の発生時から現在に至るまで、
復興活動支援やまちづくり、高齢者・障害者ケアな
どのさまざまな活動を通して全国的に注目を集め
ている、特定非営利活動法人「コミュニティ・サ
ポートセンター神戸」の中村順子さんを講師に迎
え、講演会を開催します。
　住民・NPO（民間非営利団体）と行政とのパー
トナーシップのあり方について一緒に考えてみま
せんか。
　と　き　3月29日（月）　18時30分～20時
　ところ　アルカスSASEBO3階・大会議室
　テーマ　住民・NPOと行政との協働の実践
　対　象　興味のある人はどなたでもどうぞ
　入場料　無料
　定　員　150人（先着順）

““““““““““市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民協協協協協協協協協協働働働働働働働働働働””””””””””をををををををををを考考考考考考考考考考ええええええええええるるるるるるるるるる講講講講講講講講講講演演演演演演演演演演会会会会会会会会会会“市民協働”を考える講演会

3月15日まで

　
　
　
　

申
告
が
必
要
な
人

　
　
　

申
告
の
必
要
が
な
い
人

　
　
　
　

申
告
に
必
要
な
も
の

　
　
　
　

申
告
を
し
な
い
と

●６ 

異
動
シ
ー
ズ
ン
で
窓
口
が
混
雑
し
ま
す

異
動
シ
ー
ズ
ン
で
窓
口
が
混
雑
し
ま
す

長
く
待
た
ず
に
手
続
き
を
す
る
に
は

長
く
待
た
ず
に
手
続
き
を
す
る
に
は

3
月
中
旬
か
ら
４
月
中
旬
に
か
け
て
、
本
市
へ
の
転
入
や
市
外
へ
の
引
っ
越
し
も
多
く
な
り
、
戸
籍
や
住
民
票
の
手
続
き

な
ど
で
市
役
所
の
窓
口
が
混
ん
で
き
ま
す
。

長
く
待
た
ず
に
、
で
き
る
だ
け
ス
ム
ー
ズ
に
手
続
き
を
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆
市
役
所
の
混
み
合
わ
な
い
時
間
帯
を
選

　

ぶ

　

週
初
め
は
特
に
混
ん
で
い
ま
す
。
週
の

半
ば
で
、
8
時　

分
〜　

時
と
、　

時
以

30

10

16

降
が
比
較
的
す
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

◆
郵
便
局
の
窓
口
を
利
用
す
る

　

戸
籍
や
住
民
票
な
ど
の
郵
便
請
求
が
で

き
ま
す
。

　

請
求
書
、
手
数
料
分
の
郵
便
定
額
小
為

替
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
請
求
で
き
る
の
は
、
本
人
か
同
じ

　

戸
籍
や
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

　

に
限
り
ま
す
。

　
◆
休
日
・
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
を

　

利
用
す
る

　

市
役
所
前
と
各
支
所
前
に
あ
り
、
戸
籍

や
住
民
票
の
請
求
が
で
き
ま
す
。

　

請
求
書
と
封
筒
を
用
意
し
て
い
ま
す
の

で
、
請
求
書
、
手
数
料
分
の
郵
便
定
額
小

為
替
ま
た
は
現
金
、
切
手
を
張
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※
休
日
・
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
で
請

　

求
で
き
る
の
は
、
本
人
か
同
じ
戸
籍
や

　

住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
に
限
り

　

ま
す
。

◆
支
所
を
利
用
す
る

　

市
役
所
と
同
じ
よ
う
に
、
住
所
変
更
や

戸
籍
、
住
民
票
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

最
寄
り
の
支
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
印
鑑
を
お
忘
れ
な
く

　

代
理
で
請
求
す
る
と
き
は
、
特
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
戸
籍
を
請
求
す
る
と
き
は
本
籍
地
、
筆

　

頭
者
の
確
認
を

　

本
籍
地
が
佐
世
保
市
以
外
の
人
は
、
直

接
本
籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
籍
や
筆
頭
者
は
正
し
く
記
入

し
ま
し
ょ
う
。

　

戸
籍
や
住
民
票
に
は
、
謄
本
と
抄
本
の

二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

謄
本
に
は
、
同
じ
戸
籍
（
世
帯
）
に
あ

る
人
全
員
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
抄
本

と
は
、
そ
の
中
か
ら
一
部
だ
け
を
抜
き
出

し
た
個
人
の
記
録
の
こ
と
で
す
。

　

水
道
の
使
用
開
始
や
中
止
の
届
け
出
は
、

お
早
め
に
。

●
水
道
局
営
業
課　
　
（
�
�
1
1
5
1
）

●
東
部
営
業
所　
　
　
（
�
�
3
3
2
6
）

●
西
部
営
業
所　
　
　
（
�
�
2
3
6
6
）

　
　
　

長
く
待
た
な
い
た
め
に

　
　
　

お
出
掛
け
前
に
確
認
を

窓口に行く人請求する
書類 代　　理　　人本　人

●本人の印鑑
　　　または委任状
●代理人の印鑑

●印鑑戸　籍

●本人の印鑑
　　　または委任状

不　要住民票

●が必要なもの

　
　
　

謄
本
と
抄
本
の
違
い

メモ
引
っ
越
し
が
決
ま
っ
た
ら

水
道
局
に
も
届
け
出
を

●
お
尋
ね　

市
役
所
戸
籍
住
民
課　

　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
1
1
1
1
）




